	☆　指定介護老人福祉施設指定更新手続提出書類について　☆


	１
	申請書チェックリスト

	２
	介護保険施設指定（開設許可）申請書（様式第１号の３）

	３
	質問兼告知書

	４
	介護老人福祉施設の指定に係る記載事項（付表１４）

	５
	従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（様式２）

	６
	介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（様式３）

	７
	役員名簿（様式４）

	８
	当該施設に勤務する介護支援専門員一覧（様式５）

	９
	介護保険法第８６条第２項各号に該当しないことを誓約する書面（誓約書）（様式６）

	10
	指定書または特別養護老人ホーム設置認可書の写し


· ５．従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表及び１０．指定書または特別養護老人ホーム設置認可書の写しについては、法人による原本照合が必要です。

· 更新申請時に、変更届出を同時に行う場合は別途届出が必要となります。必要な書類等については、こちらをご参照ください。
○介護保険法改正に伴う大都市特例の創設により、平成２４年４月１日から介護保険法に基づく各

種権限が大阪府から政令指定都市、中核市へ移譲されました。

つきましては、政令指定都市（大阪市、堺市）、中核市（東大阪市、高槻市、豊中市）で施設を更新する場合は、各政令指定都市、中核市へ更新の手続きをしていただくこととなりますのでご注意ください。
○指定介護老人福祉施設と併設する指定短期入所生活介護については、本体施設である指定介護老人福祉施設の更新申請とは別に大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループへの更新手続きが必要となります。

なお、平成23 年10 月から池田市、茨木市、箕面市、豊能町及び能勢町、平成24 年１月から、富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村に、介護保険法に基づく居宅サービス事業者の指定・指導等の事務が移譲されています。当該市における特別養護老人ホームに併設する短期入所生活介護や介護予防短期入所生活介護を更新する場合は、当該市へ更新の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
